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令和６年も残り数か月となり社員の所得税に関する年末調整の時期も近づいてきました。国税庁か

らは、９月の末頃に「年末調整がよくわかるページ（令和６年分）」を開設したとの案内もありました。今年の年末調

整においては、定額減税に関する事務を行う必要があり、例年よりも手間がかかることになります。その手順等につい

ては、「年末調整がよくわかるページ」でも確認することができます。 

令和６年分の年末調整 定額減税に関する事務を行う必要があります!! 

令和６年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更 対応はお済みですか？ 

･･････････････････国税庁の「年末調整がよくわかるページ（令和６年分）」のトップ画面･････････････････ 

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。「令和

６年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」も公表されていますので、特に、雇用・労働関係、医療・年金関係

の変更については、対応できているか否かを、今一度ざっと確認しておきたいところです。 

（次ページへ続く） 

 

★年末調整につい

て、国税庁のサポー

トは充実している

といえますが、それ

でも、不明な点が出

てくると思います。

そんなときには、気

軽にお声掛けくだ

さい。 

●企業実務に影響を及ぼすものには、次のようなものがあります。 

【雇用・労働関係】 

□最低賃金額の改定……すべての労働者とその使用者が対象 

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が、すべての都道府県において、時間

額 50円から 84 円の引上げとなる（全国加重平均 1,055 円）。 

【医療・年金関係】 

□被用者保険の適用拡大……従業員数 50 人超の企業の事業主及び短時間労働者が対象 

短時間労働者への被用者保険（健康保険・厚生年金保険）の適用について、これま

で、従業員数 100人超となっている企業規模要件を 50人超へと引き下げる。 

･･･････････････････････令和６年 10月からの厚生労働省関係の主な制度変更（抜粋）･･･････････････････ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/ 1 ● フリーランス・事業者間取引適正化等法（フリーランス新法）の施行 

● 過労死等防止啓発月間（11/1～11/30） 

● テレワーク月間（11/1～11/30） 

11/ 11 ● 10 月分の源泉所得税・住民税特別徴収税の納付 

12/2 ● 10 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ９月決算法人の確定申告と納税・翌年 3 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 12 月・翌年３月・翌年 6 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化 
酒気帯びには幇助罪も（令和６年 11月～） 

 自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和６年改正道路交通法が、令和６年 11 月１日から施行されます。警察

庁は、ポスターやリーフレットを公表して、その周知を図っています。 

◆あとがき◆今年も残すところ２か月足らず。すでに来年のカレンダーが売られています。年末調整の

時期が迫りました。定額減税もあり、例年とは違う処理が必要です。今月は、厚労省の「労働時間の適正

な把握」に関する文書を添付しています。１分単位で時間外労働を払う必要があるというのはわれわれ

同業者間では常識ですが、労働時間をいわゆる「まるめ処理」により切り捨てているケースは、実際多く

あります。労働基準監督署指導強化の前触れかもしれません。システム的な対応が必須になるでしょう。 

･････････････････令和６年改正道路交通法（自転車運転中の新たな罰則）ポスター（横）････････････････ 

★企業としては、酒気帯び運転について、自転車の提供者にも罰則が適用される点に特に注意したいところです。

通勤や業務に自転車を利用している労働者がいる場合には、警察庁から公表されているポスターを駐輪場に貼っ

ておくなど、運転者に注意喚起をしておきましょう。 

必要であれば、リーフレットも含め、紹介させていただきます。 

お仕事 
カレンダー 

11月 
 

●また、社員に伝えてあげたい制度変更として、次のようなものがあります。社員のス

キルアップを図りたいと考えている企業の事業主なども知っておきたい内容です。 

【雇用・労働関係】 

□教育訓練給付の拡充……雇用保険被保険者及び離職後１年以内の雇用保険被保険者だ

った者が対象 

・専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行

の追加給付に加えて、更に受講費用の 10％（合計 80％）を追加で支給する。 

・特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の

10％（合計 50％）を追加で支給する。 

★「最低賃金額の改定」についてはすべての企業、「被用者保険の適用拡大」については新たに特定適用事業所と

なる従業員数50人超100人以下の企業において、必ず対応が必要となる重要な制度変更です。未対応の場合は、

制度の説明・対応に向けたアドバイスなどをさせていただきますので、気軽にお声掛けください。 

 

罰則の具体的な内容は次のとおりです。 

□自転車運転中のながらスマホ 

・違反者は、６か月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 

（交通の危険を生じさせた場合、１年以下の懲役又は

30 万円以下の罰金） 

□自転車の酒気帯び運転及び幇助 

・違反者は、３年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 

・自転車の提供者は、３年以下の懲役又は 50 万円以下の

罰金 

・酒類の提供者・同乗者は、２年以下の懲役又は 30 万円

以下の罰金 


